
（上市町水道事業給水条例第５条関係）

郵便番号

1. 一般用　2.営業用   3. 浴場営業用　 4. 工場用　　5. 臨時用　 

1.直 結（２階以上の直圧給水は、水道施設機能上できません。）　　2.受水槽　

3.直結・受水槽併用　　受水槽（材質　　　　　　　　　有効容量　　　　　　㎥）

井戸の使用箇所　 - 　台所　・　風呂　・　便所　・　洗面　・　洗濯　　・　散水　・　融雪　・　その他

円

円

円
設計審査手数料
  （上市町水道事業給水条例第33条）

取付年月日

メータ口径

検満年月

mmから mm

（給水装置の所有者）

申込者

ﾌﾘｶﾞﾅ
電話

加入負担金（新設）

電　話

メータ番号

水道加入負担金
（上市町水道事業給水条例第32条）

有

給 水 方 式

加入負担金（口径変更）

※口径変更の場合

名　　称

 　　年　　　月　　　日

mm

指定給水装置
     工事事業者

工事予定期間

給水管口径

用    　途

指針

無

主任技術者

氏　名

交付番号　第　　       　号

　　　メータの保管及び給水装置の維持管理について

住　　所

給 水 装 置 工 事 申 込 書

指定番号

(代表者)

                                                             郵便番号

水栓番号

　　メータについては、上市町水道事業給水条例の規定に基づき適正に管理するとともに、水道事業者が、計量法に基づき
　8年ごとに実施するメータ交換に協力します。なお、公道部にある給水装置は、水道事業者での維持管理をお願いします。

住　所

ﾌﾘｶﾞﾅ

　　    　　年　　月　　日　　　　～　　   　　　　年　　月　　日

受付年月日  　年　　月　　日

第　　　　号

電話番号

受付番号

使 　用 　者
（水道料金請求先）

　　　上市町水道事業者　宛

(代表者)

住 所

氏 名

給水装置の設置場所

名称（屋号）

携帯電話等

氏　　名

変更増口径分の差金

1.新設  2.改造 3.撤去  4.修繕

φ13㎜　120,000円
φ20㎜　150,000円
φ25㎜　200,000円
φ40㎜　300,000円
φ50㎜　500,000円
（上記に定める額に
100分の110を乗じて
得た金額を加入負担
金として納入するこ
と。）

1,000

工 事 区 分

井戸の有無

　　土地所有者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名

申込者 氏　名

　　農業用地管理者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理者名

　　水路管理者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理者名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申込者 氏　名

　　既設給水管所有者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名

申込者 氏　名

道路占用等道路管理者の手続き ｛ 　国 　・ 　県 　・　 町 　・　 農 　・ 　私 　・ 　（　      　      　　　       　　　　　　　　） ｝

工事箇所周辺住民 （ 町内会長 ） 等への工事内容の説明　・　連絡

土地所有者　・　給水装置所有者の確認等

備　考

納付確認印
（加入負担金）

納付確認印
（設計審査手数料）

合 議

合 議

審　査

照　合

道路占用

検針カード

審
査

課 長

課 長

　 水量、水圧の不足について

　 農業用地 （ 農道等  ） 埋設承諾書

　 用排水路埋設等承諾書

　　工事完了後速やかに原形復旧することを条件に、農業用管理地に給水管を埋設することを承諾します。

 　（ 所有者が変更になった場合を含む ） ことを条件に承諾します。

　　私が所有する給水管から申込者の給水管を分岐することを承諾します。

　 既設管等の使用について

 　既設給水管の分岐について

　　　給水工事に必要な確認事項　（　指定給水装置工事事業者チェックシート　）

済　・　不要

特記事項

　　給水管の用排水路 （ 添架  ･ 下越 ） について、維持管理上に支障が生じた場合は、給水管の所有者の責任において解決する

　　水道以外の配管（井戸等）と水道の給水管は接続しません。  また、既設配管を使用することにより既設配管等に事故等が生じ

 　た場合は、給水装置の所有者の責任において対応します。

　　給水装置工事にあたり、給水口径及び配管状況等が原因で水量、水圧に不足が生じても異議ありません。

　　私が所有する土地に給水装置を埋設することを承諾します。

　 埋設承諾書 （ 給水装置所有者と土地の所有者が異なる場合　・　私有地及び私道等 ）

　 水量、水圧の不足について

　　他人の給水装置から分岐したことが原因で、他人の給水装置の水量、水圧に不足が生じた場合は、申込者の責任において対応します。

済　・　不要

済　・　不要

竣
工

受　付

竣　工


